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「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイ

ドライン）」の改定について 

 

 

国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法については、「国民

健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について（ガイドライン）」

の改定について（平成 30年 10 月 22 日付け保発 1022 第２号厚生労働省保険

局長通知）により、「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方

法について（ガイドライン）」（以下「ガイドライン」という。）を改めて示

した。 

今般、ガイドラインについて必要な修正を行い、別添１のとおり改定した（改

正前後の修正点については別添２参照のこと）ので、内容をご確認の上、遺漏

なきようお願いする。 

 


